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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２５年１月７日 ０９時００分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲港南南東方沖 

 根室市所在の花咲灯台から真方位１５９°１３.８海里付近 

 （概位 北緯４３°０３.８′ 東経１４５°４２.１′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十八きみ丸、４.９トン 

 ＨＫ３－１１６３６１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９７ｍ（Lr）×３.０５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１kＷ、平成５年９月 

 第２００－３１９１２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年３月１６日 

  免許証交付日 平成２３年１２月５日 

         （平成２９年４月１０日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ６０歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが乗り組み、花咲港南南東方

沖の漁場において、つぶ籠漁の３本目の揚げ籠作業を始め、甲板員Ａ

が、揚げ縄機の前に立ち、ドラムでロープを巻き上げて幹綱に付けた

つぶ籠の中のツブ貝を箱に入れる作業に、船長が、箱に入れたツブ貝

の選別作業に、甲板員Ｂが、空になった籠にえさを入れて次の投入の

ため、籠を積む作業にそれぞれ従事していた。 

甲板員Ａは、錨索を巻き上げていたところ、錨の爪にワイヤロープ

のような物が引っ掛かって巻き上げることができなかったため、錨索

を緩めることとし、錨索をドラムから外したとき、平成２５年１月７

日０９時００分ごろ、花咲港南南東方沖において、錨索と共に右舷舷

側から頭を下にして落水した。 
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船長は、直ちに甲板員Ａを本船上に引き揚げたが、意識がなかった

ため、救命処置を行い、花咲港に帰る僚船に事故の連絡、救急車の手

配などの依頼を行い、花咲港に向けて帰航した。 

甲板員Ａは、花咲港に入港後、救急車で病院に搬送されたが、溺死

したことが確認された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３ 

海象：波高 約１.５ｍ、水温 約４℃以下 

 その他の事項 

 

 本船は、船体中央部に操舵室があり、揚げ縄機が右舷前部に設置さ

れていた。 

本船の揚げ籠作業は、ボンデン、錨、つぶ籠を約１０ｍ間隔で５０

個付けた幹綱及び錨の順に巻き上げる方法であった。 

 甲板員Ａは、合羽の上下及びゴム手袋を着用し、ゴム長靴を履いて

いたが、救命胴衣は着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

甲板員Ａは、溺死した。 

本船は、花咲港南南東方沖の漁場において、つぶ籠漁の操業中、揚

げ籠作業に従事していた甲板員Ａが、錨索を巻き上げていたところ、

錨の爪にワイヤロープのような物が引っ掛かって巻き上げることがで

きなくなり、錨索を揚げ縄機のドラムから外したとき、錨索に引っ張

られたことから、落水して死亡するに至った可能性があると考えられ

る。 

甲板員Ａは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、花咲港南南東方沖の漁場において、つぶ籠漁の

操業中、揚げ籠作業に従事していた甲板員Ａが、錨索に引っ張られた

ため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・暴露甲板で作業に当たる乗組員には救命胴衣を着用させるように

努めること。 

 


